
 一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 一般競争入札に付する事項

（１）件名

   上平間営業所給油所棟改築電気その他工事

（２）履行期間

   契約の日から令和４年１２月２８日まで

（３）履行場所

   川崎市中原区上平間１１４０番地

（４）工事概要

ア 電灯設備、動力設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、拡声設備、

テレビ共同受信設備、監視カメラ設備、火災報知設備、構内配電線路、

構内通信線路

イ 建築工事で地盤改良後に埋設配管施工

２ 一般競争入札参加資格

  この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満たさなければなりませ

ん。

（１）川崎市交通局契約規程（昭和４２年交通局規程第４号）第２条の規定に

該当しないこと。

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でない

こと。

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できる

こと。

ア 令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録さ



れていること。

イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認でき

ること。

ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

（４）令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登

録されている者。

（５）令和３・４年度川崎市工事請負有資格者名簿に業種「電気」ランク

「Ｂ」で登録されていること。

（６）「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１

項第１号による中小企業者であること。

（７）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

（８）電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

（９）主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

３ 入札参加申込書等の提出方法・期間

（１）入札参加申込に必要な書類

  ア 一般競争入札参加資格確認申請書

  イ 本工事に係る建設業の許可を受けていることを確認できる書類

  ウ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書の写し

エ 建設業退職金共済制度加入履行証明

（本市の登録情報又は経営事項審査の総合評定値通知書で確認できない

場合のみ必要。過去３か月以内に証明を受けたものに限る。）

※一般競争入札参加資格確認申請書は、市バスホームページ内「川崎市交

通局入札情報」の「交通局工事入札公表」の「案件固有書類へのリンク」

（以下「案件固有書類へのリンク」）からダウンロードもできます。



（２）配布・提出及び問い合わせ先

川崎市川崎区宮本町１番地 明治安田生命ビル１３階

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係

電話 ０４４－２００－２１００

（３） 提出期間

令和３年９月２２日から令和３年９月２９日までの午前８時３０分から

正午まで及び午後１時から午後５時１５分まで（土曜日、日曜日及び国民

の祝日を除く。）

（４）提出方法

持参

４ 設計図書類の取得

本案件は、設計図書の電子化実施対象案件です。設計図書については、下

記６の確認通知書とともに、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の「工事」の委任先メールアドレスに送付します。

当該委任先メールアドレスを登録していない者は、令和３年１０月５日の

９時から１６時までの間に財政局資産管理部契約課（建築契約係）に下記６

の確認通知書及び電子媒体（ＣＤ－Ｒ）を持参し、設計図書の引渡しを受け

てください。

５ 一般競争入札参加資格の喪失  

上記２の各号いずれかの資格を欠いたときは、入札参加資格を喪失します。

６ 一般競争入札参加資格確認の通知

参加申込書を提出した者には、参加資格業種に登録されていることを確認



し、その結果を確認通知書にて、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審

査申請書の「工事」の委任先メールアドレスに、申込締切日後１週間以内に

送付します。

当該委任先メールアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付します。

なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通知するもので、最終的

な入札参加資格の審査は、開札後、入札参加申込時に遡って提出書類等の確

認を行い、入札参加資格の有無を審査します。この結果、入札参加資格がな

く申込みを行った入札者の入札は無効とします。

７ 仕様書等の積算に関する質問・回答

所定の質問書を提出することにより、仕様書等の積算に関する質問ができ

ます。

※電子入札システムによる質問回答機能は利用できません。

詳細については、仕様書等に添付されている質問書を御覧ください。

８ 入札の手続等

  次により入札を執行します。

（１） 入札書の提出方法

郵便（簡易書留又は一般書留）により提出してください。詳細については

「案件固有書類へのリンク」内「郵便入札の実施について（お知らせ）」を

御覧ください。また、入札額に相当する積算額が記載されている積算内訳書

を同封してください。

なお、積算内訳書の書式は、確認通知を送付する際に添付いたします。

 ア 期限

  令和３年１０月１５日 必着



 イ 宛先

  〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係

（２） 開札の日時

  令和３年１０月１９日 午前１０時００分

（３） 開札の場所

財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル１３階）

９ 落札者の決定及び参加資格の審査等

（１）予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札

を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者としま

す。当該落札候補者について上記２に示した資格を満たしているかどうか

の最終的な資格審査をした上、落札者として決定します。資格審査の結果、

当該落札候補者に資格がないと認めたときは、当該入札を無効とし、順次、

価格の低い入札者について同様の審査を実施し落札者を決定します。

なお、最低制限価格の設定額については、案件ごとに個別設定をしてい

ますので、「川崎市交通局工事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱」を

御覧ください。

（２）配置予定技術者届等の提出

落札候補者は配置予定技術者届等の提出が必要となります。積算疑義申

立てに関する手続き期間の終了後に財政局資産管理部契約課から落札候補

者へ電話連絡します。落札候補者におかれては、財政局資産管理部契約課

（建築契約係 ０４４－２００－２１００）に下記１０の書類を遅くとも

翌日正午までに提出してください。

（３）入札の無効



ア 川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める入札はこれを無効と

します。

イ 添付又は提出した積算内訳書に不備等のある場合はこれを無効としま

す。

ウ 設計書等の購入が確認できない者の入札はこれを無効とします。

（設計図書の電子化実施対象案件を除く）

（４）本工事の設計書に係る積算内容の確認及び疑義申立て先は、工事担当課

（まちづくり局施設整備部電気設備担当（川崎市川崎区宮本町１番地 明 

治安田生命ビル９階）電話０４４－２００－２９８１）です。

※ 積算疑義申立て制度の詳細については、「川崎市交通局入札情報」の

「契約関係規程等」の「川崎市交通局工事請負契約の入札に係る積算疑

義申立て手続に関する取扱要綱」を御覧ください。

１０ 落札候補者が提出する書類

（１）配置予定技術者届（第１号様式その１）（交通局所定の様式）

（２）配置予定技術者の資格を確認できる書類 

ア 監理技術者の場合 

  配置予定監理技術者の「監理技術者資格者証（両面）」及び「監理技術

者講習修了証（両面）」の写し 

※ 同証で雇用関係が確認できない場合、健康保険被保険者証等の雇用関

係を確認できる書類を同時に提出してください。 

イ 主任技術者の場合 

配置予定主任技術者の１、２級の技術検定合格証明書等の写し、または

建設業法第７条第２号イ、ロ、ハの条件を満たす主任技術者経歴証明書

（第２号様式）（交通局所定の様式）



※ 配置予定技術者届及び主任技術者経歴証明書については、「案件固有

書類へのリンク」からダウンロードした様式を使用してください。

（３）配置予定技術者の雇用関係を確認できる書類（健康保険被保険者証の写

し）

健康保険被保険者証の写しを提出できない者は下記の書類の写し

ア 市区町村作成の住民税特別徴収税額通知書の写し

イ 年金事務所作成の被保険者標準報酬決定通知書の写し

ウ 公共職業安定所作成の雇用保険資格取得等確認通知書の写し

エ その他雇用関係が確認できる書類

なお、配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを要し

ます。

直接的な雇用関係とは、配置予定技術者とその所属建設業者との間に第三

者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、

雇用、権利構成）が存在することをいいます。

また、恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、

日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることをいい、一般競

争入札参加申込日以前に３箇月以上の雇用関係にあることが必要です。（在

籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとは

いえません。）

※ 技術者の専任が必要な案件について本市で営業所の専任技術者情報が

確認できない場合は、「営業所における専任技術者証明書」の提出を求

める場合があります。

※ 配置予定技術者を配置できない場合

落札候補者となったにもかかわらず、「正当な理由」なしに技術者を

配置できずに契約を締結できない場合は、川崎市競争入札参加者指名停



止等要綱別表第２第１５号「本市発注の競争入札において、正当な理由

なく指定された期限までに本市が指定した参加資格の確認書類を提出し

ないとき。」に該当するものとして、指名停止措置の対象となりますの

で、十分に御注意ください。

１１ 契約手続等

次により契約を締結します。

（１）契約書の作成 要

（２）契約保証金

契約金額の１０％とします。ただし、川崎市交通局会計規程第１１条に定

める有価証券（振替債を除く。）の提供又は金融機関若しくは保証事業会社

の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。

また、公共工事履行保証証券による保証を付し、履行保証保険契約の締結

を行った場合は、契約保証金を免除します。

（３）前払金 有（必須）

中間前払金の適用については、「川崎市交通局公共工事の前払金に関する

規程」及び「川崎市交通局公共工事中間前払金取扱要綱」を御覧ください。

１２ 下請負人の制限

健康保険法第４８条、厚生年金保険法第２７条、雇用保険法第７条の届出

の義務を履行していない建設業者を下請負人とした場合は、契約違反となる

場合がありますので御注意ください。 

※平成３１年４月１日から、制限の対象を１次下請負人に限らず「全ての

下請負人」に拡大しておりますので御注意ください。 



１３ その他

（１）事情により入札を延期、又は取りやめる場合があります。

（２）関連する「上平間営業所給油所棟改築その他工事」が入札不調となった

場合は、本工事の入札を中止します。また、関連する「上平間営業所給油

所棟改築その他工事」の落札者が決定していない場合は、落札者が決定し

た後に本工事の契約を締結します。

（３）公告に定めるもののほか、川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

（４）川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札参加者心得は、財政局

資産管理部契約課で閲覧できます。

（５）公告に関する問い合わせは、川崎市財政局資産管理部契約課になります。

（６）指名停止期間中の川崎市競争入札参加資格者との下請契約は認められて

おりませんので御注意ください。

【抜粋】川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

（下請等の禁止）

第７条 指名停止の期間中の有資格業者が、本市の契約に係る下請けを

し、若しくは受託をすることを承認しないものとする。ただし、会社更

生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続きの申立て又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続きの申立てを

したことによる指名停止中の場合は、この限りでない。


